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保険未収載技術 一次評価 評価票 
 
番号： 
評価対象技術： 
評価者： 
評価結果 

評価項目 評価結果 コメント 事務局記載欄 

１．技術の有効性・成

熟度（含むデータの

質・信頼度）につい

て 

 
１ ２ ３ ４ ５ 

 
（低      高）

  

２．安全性・倫理性・

社会的妥当性の観点

から見た、保険収載

の適切性について 

 
問題あり  問題なし

 

  

３．普及性に係るデー

タ等の妥当性につい

て 

 
低   中   高 

 

  

４．実施施設の限定に

ついて 

１．先進医療とすべき 
 
２．施設基準を設けるべき

 
３．必要なし 

  

 
（評価上の留意事項） 

・「１．技術の有効性・成熟度について」は、提案書①有効性及び④技術の成熟度に記載され

た内容を、エビデンスレベル等のデータの質・信頼度も含め総合的に評価し、該当点数を○

で囲むこと。 
 
・「２．安全性・倫理性・社会的妥当性の観点から見た、保険収載の適切性について」は、提

案書②安全性及び⑤倫理性・社会的妥当性に記載された事項を評価し、保険収載の適切性に

ついて問題あり・なしを判断すること。 
 
 ・「３．普及性に係るデータの妥当性について」は、提案書③普及性に記載された内容等につい

て、臨床的観点からその妥当性を３段階（低、中、高）で評価し、該当項目を○で囲むこと。 
 
 ・「４．実施施設の限定について」は、提案書④技術の成熟度等を踏まえ、当該技術は保険収載

に至るにはまだ十分普及していないため先進医療としての取扱いが妥当である、又は保険収

載するにあたり施設基準等を用いた実施施設の限定が必要である、と判断した場合は、それ

ぞれ１．又は２．（それ以外は３．）を○で囲むこと。 
 
 ・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。 
 

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案書記載内容の確認を行った際等に気づいた点につい

て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。 
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保険未収載技術 二次評価 評価票 
 
番号： 
評価対象技術： 
評価者： 
評価結果 

評価項目 評価結果 コメント 事務局記載欄 

１．当該技術の保険収

載に係る必要性・妥

当性について 

 
 
 
 
 

１ ２ ３ ４ ５ 
 

（低      高）

  

２．実施施設の限定に

ついて 

１．先進医療とすべき 
 
２．施設基準を設けるべき

 
３．必要なし 

  

 
（評価上の留意事項） 

・「１．当該技術の保険収載の必要性・妥当性について」は、一次評価の結果及び提案書に記

載された内容を総合的に評価し、該当点数を○で囲むこと。 
 
・特に、提案書⑥予想される医療費への影響については、影響額の多寡のみだけでなく、当該

技術が保険収載されることにより国民の健康、保険財政等へもたらす影響を総合的に勘案

し、評価を実施すること。 
 
 ・「４．実施施設の限定について」は、一次評価結果、提案書③普及性、④技術の成熟度、⑤倫

理性・社会的妥当性及び⑥予想される医療費への影響等を踏まえ、当該技術は先進医療とし

ての取扱いが妥当である、又は保険収載するにあたり施設基準等を用いた実施施設の限定が

必要である、と判断した場合は、それぞれ１．又は２．（それ以外は３．）を○で囲むこと。 
 
 ・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。 
 

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案書記載内容の確認を行った際等に気づいた点につい

て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。 
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保険既収載技術 一次評価 評価票 
 
番号： 
評価対象技術： 
評価者： 
評価結果 

評価項目 評価結果 コメント 事務局記載欄 

１．再評価の必要性・

妥当性について 

 
 
 
 
 
 
 

１ ２ ３ ４ ５ 
 
（低       高）

  

２．普及性に係るデー

タの妥当性について

 
低   中   高 

 

  

 
 
 
（評価上の留意事項） 

・「１．再評価の必要性・妥当性について」は、提案書①再評価の理由を、データの質・信頼

度も含め総合的に評価し、該当点数を○で囲むこと。 
 

 ・「２．普及性に係るデータの妥当性について」は、提案書②普及性の変化に記載された内容等

について、臨床的観点からその妥当性を３段階（低、中、高）で評価し、該当項目を○で囲

むこと。 
 
 
 ・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。 
 

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案書記載内容の確認を行った際等に気づいた点につい

て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。 
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保険既収載技術 二次評価 評価票 
 
番号： 
評価対象技術： 
評価者： 
評価結果 

評価項目 評価結果 コメント 事務局記載欄 

１．再評価の必要性・

妥当性について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ ２ ３ ４ ５ 
 
（低       高）

  

 
（評価上の留意事項） 

・「１．再評価の必要性・妥当性について」は、一次評価の結果及び提案書に記載された内容

を総合的に評価し、該当点数を○で囲むこと。 
 
・特に、提案書⑥予想される医療費への影響については、影響額の多寡のみだけでなく、当該

技術が再評価されることにより国民の健康、保険財政等へもたらす影響を総合的に勘案し、

評価を実施すること。 
 
 ・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。 
 

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案書記載内容の確認を行った際等に気づいた点につい

て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。 


